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貴協会に信用保証協会法第20条に基づ<信用保証を委託する |こついて、委託者および保証人は、次の借入要項および各条頂を

確約し志す。     ・

なお、本契約は貴協会で保証を承諾し、金融機関に信用保証書を刻 寸した日をもつて成立するものとします。

[借 入 要 頂 ]

金 融 機 関 名 ( 又 こ

借 入 形 式

(該当項目を〇で囲んでください)

1証書貸付   2手 形貸付(イ 個別 □ 極度)  3手 形割弓|(イ 個勁 二 重慧
｀

4当座貸越(イ 貸{寸専用型 □ 事業者カードローン)

5電子記録債権謁 |(イ 個別 □ 極度(手形・電子記録買権両万の害」ヨ|を含否〕〕

貴協会の審査により借入形式が変更された場合は、その借入形式を承認します。

借 入 金 額 金 |  |  |  |  |  :  |  |  |  1円  (借入形式づ2・ 3・ 5の E、 こぶrttE嘔櫛罰□目夏
ユ
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貴協会の審査により減額決定された場合は、その決定された金額を借入金額とし雇ン下■ェ
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(信用保証の委託)

第 4条 表記の借入要頂による借入
といいます。)をするにあたつて、

(これによつて生ずる債務を以下「借入金債務J
貴協会に信用保aI(以下「lkIEJといいます。)を

委託します。
2前項の保証は、
散す。

員協会と金融機関との間の取り決めに基づいて行われるものとし

&EI獨
鰊曾鉤言Ω]α璧1:鰺翡馳鼈冬

4委託者および保。I人は、この契約の締結にあたl_0"要 となる法律上の手続を経て
いることを表明し、これを保証じ意す。

(信用保証料等)

『1夢巡瑯/15緻鶉評蟷疱盆凩卜笏
協

3誦
辰聰      手

、
Я柄厖]翌裔麓鍾呻

機関所定の最終弁済期日の翌日を始期とする期間とします。)に応じ、年365パ
ーセントの害」合をもつて計算された額を、延滞保証料として貴協会に支l_います。
この場合の計算方法は、年365日の日害UOI算 とします。

(反社会的勢力の排除)

第3条 委託者または保証人 よ、現在、暴力団、暴力団員 暴力団員でな<なつた時か
ら5年を経過しないま 暴力団準杓或員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標
ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者 (以下これらを「暴力
団員等」といい議す。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しない
ことを表明し、かつ将来にわたつても該当しないことを確約いたします。

(1瀑力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2瀑力団員等が経営に実質的に関事していると認められる関係を有すること
{3自己、自社もし<は第三者の不正の利益を図る目的議 は第二者に損害を加える目的
をもつてするなど、不当に暴力団員等を不U用していると認められる関係を有すること

(4瀑力団員等こ対して資金等を提供し、秋たはl‐
~を

供与するなどの関与をしていると
認められる関係を有すること

(5股員誅たは経営|こ実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき
関係を有すること

2委託者または保証人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する
行為を行わないことを確約いたし意す。

(4瀑力的な要求行為
(2)法 的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取 3に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(幅 を流有し、偽計を用いまたは威力を用いて貴協会の信用を毀損し、故たは貴協会
の業務を妨害する行為

(5)そ の他前各号に準ずる行為

(担 保)

第4条 貴協会に差し入れた担保につき、その担保の全部讀たは一部が滅失したと
き、もしくは価格の下落等により担保価値に変動が生じたとき、志たは保。■人の
能力に著しい変動が生じたときは、直ちに増担保を差し入れ、讀たは保証人を追
力□します。

2貴協会に差し入れた担保は、助ずしも法定の手続によらず、一般に適当と認めら
れる方法 時期 価格等により貴協会において処分ができるものとし訣す。

3金融機関から貴協会が譲渡を受けた担保または貴協会に移転した担保について
も、前2項に準じて取り扱うことに同意し讀す。

(求償権の事前行使)

第
B曇 |ま鱚蔑熙据輸塾誓[ヅ25晨顆燦高厄貪事ξ:ヒ冒
ができるものとします。

(4)仮差押、強市J執イ]もしくは担保権の実行としての競売の申立を受けたとき、仮登

啓騰2香露穏や堤f事麗当鰊量
諭融もし<は会硬

(2)公租公課につき差押讀たは保全差押を受けたとき。
(3)手 形交奥所または電∃責権記録機関の取3‖亭止処分を受けたとき。
(哩保物件が滅失したとき。
(5贈入金債務の一部でも履行を遅滞したとき。6%愉錢脩 務憐i詠 縣ゝ雀F帰すべき事由によつて、げ
雹〔W聾][量扮 デイ損諫這是ヒξヒ5%蒻嵩
涸盟蛉趙猾熙355胚屏拗餃ポ警Ёど事
2予

予歩馘復醜葡黎曇澄引阻轟募権

漑    蟄鑽鶉巫辟
2貴協

套獣顧52お抒[希居5書1贈雰低ぶ「 88531偏5馨霙損ふ壇肖言所
るものとします。

(求償権の範囲)第
38                          :鰈 菖

(弁済の充当順序)

IE嘗曇IE][言を]まう霙
霧差昌遭E奢ユな:1署32蜃冒蜃譲テ詐證磐晃旦等

(調査および報告)

第9条 委託者または保。IE人の名称、商号、代表者、住所等の事項について変更があ
つたときは、直ちに書面によつて届出し、貴協会の指示に従います。

211壽
晉ヂ畜詈雰言畠留雲辻暦ま3冨編曇雇透平恩73握慇漂睾哭

"欝

奎暴纂
や事業内容を示す税務申告決算書、定款等の写しについて、貴協会から請求があ

暑ξξ痘班婚贅認i晏轟彗『 雪し。
またヽ貴協会アX金融機関欧 頼して当譴 類を受

l熙鰺蒻亦滲 鯰木鏑基殆閻][
藝晰曾鯰賦蜃欠予帷輻範瞑MS

ること、あるしヽま固定資産課税台帳、土地 家屋総合名寄帳等を閲覧、謄写ならび

5璧ξⅣ
明書｀納税証明書、。T価証明書等を交付申請および受領することを委任

l           R息

これを保証します。

(成年後見人等の届出)第
醤|さ濾 珀膿 庸 謬 隋 鼈 鶉 贔 Я咆
igm讃譴輻 協羮憮貫毛争饒 1趙λ3」

こ
2委請

鯰緊
言
は理冦驚汁雉饒良?ヽ思5霧後憑晟藁課曇ビ蜃言

&曇肇薯ま2懲曽年諷諄可諒年醜ζ饉躊瀾 判 fZ場合、
語邸籠熙訣閻 轟 、私豚鱚 簾ξ曇荼

4爵3鑽あ魃 涸 亀53MEE高緩層1晟肇Z負人等あるしヽ
雪馬言響畢奎名票晶≧『 2讐徴層峯層曇濃票畠≧曇暑桑雰ぞF彗晟曇雇置奢程雹

駄事Z又 出の前 こ生じた損割 こ現 て 昨 託著ぉょび保証月 これ て 対処す
ることとし、貴協会には一切のBIIを問いきせん。

(公正証書の作成)

第
悧執層臨纏儡 翻 鶯瓢ml場を燿嵯
じ議す。

(費用の負担)

第12条 貴協会が第 6条第 4頂の弁済によつて取得した権不Jの保全もし<は行使ま
たは担保の保全、行使もし<は処分に要した費用およびこの契約から生じた一切
の費用は、委託者の負担とし、貴協会の請求により直ちに貴協会に償還します。

(連帯保証人)

第43条 保。I人は、この契約の各条頂を承認のうえ、第7条の償還債務、第2条の信
用保証料債務および延滞保証料債務ならびに前条の費用償還債務の全額につき、
委託者と連帯して履行の責を負いきす。

2貴協会に差し入れた担保または保証人こつき、貴協会が変更 解除 放棄 返還等
をしても、保証人の責任には変動を生じないものとし詠す。

3金融機関から貴協会が譲渡を受けた担保または貴協会 {こ移転した担保 こついて
も、前項に準じて取り扱うことに同意します。生
霜婚判蜆翻抵冴乙穎l澁 予¬纂鬱頭5Xと
の関係を次のとおりとします。

(1目
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の弁済をしたときは、保証人は貴協会に対して第 7条の求
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6保証人が本契約畦 づ<保証債務の整理こついて2043年 12ヨ 5日 こ経営者保証に関す

予 颯 ζ肺 写 舅 蒻 纂轟 昴 弩 瑯衛 じ『[

肇黄層鰊
するよう努め詣貴験誇憑欝翌1『墓素P5藻

第
換さ胴雹訃    渇鰤趙L

(管轄裁判所の合意)

鮨3■5下鶉 鵞 忙 荀 32』曇饒
(情報の授受)

“
淫傷1套a彙言橿昌漢養鬱国

との間で授受するこT己會讐3が響Γ
が知るに至つた情

(横権回収会社
(別 社団法人CRD協会
llle害

鼈
用保険法 0召硯 降 酔 観 的 に基づく信用保険E係 る業務

(5)中 小企業信用保険法施行令 (昭和25年政令第350号)第 4条の 3、 第 4条の4お
よび第 4条の5に掲げる金融機関等

(6)貴協会に対して損失補償を行う機関
(ア ■般社団法人全国信用保DI協会連合会
(8療協会が出資する会社等

(契約の変更)

第4ア条 第 4条第2項の取り決めにつtlて、その変更がなされたときは、変更後の取り
決めの内容が適用されるものとします。

以 上



信 用 保 証 委 託 契 約 書

福岡県信用保証協会 行
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貴協会に言≡手≡手圭ザ 20条に基づ<信用保証を委託するについて、委託者および保証人は、次の借入要項および各条頂を

確約します。     ・

なお、本異彗[=貢手≡ざ長証を承諾し、金融機関に信用保証書を交付した日をもつて成立するものとし意す。

[借 入 要 頂 ]

金 ミ ■ 電 名 ( 支店)

僣 式

(該当瞑≡三 [=≡  ■ ■
`′

)ヽ

4証書貸付   2手 形貸付 (イ 個周」 □ 10i度)  3手 形害Uヨ (イ 個周」 □ 極度)

4当座貸越(イ 貸付専用型 □ 事業者カードローン)

5電子記録債権害Jヨ (イ 個別 □ 極度(手形 。電子記録債権両んの害Jヨ を含む))

貴協会の審査により借入形式ど変更された場合は、その借入形式を承認します。

額借 金 円 (借入形式が2 3 5の□、あよび4の場合は極度額)

貴協会の審奎により減額決定さねた場合は＼その決定された金額を借入金額といたします。

(契約条頂裏面)

48C」



(2043

i言:き曇含][屎蟷 :flif之:雹:][][i

(信用保証料等)

(反社会曰1勢力の排除)

(5僅

冒瑾醤写誓言[実
質的|こ関与している者が暴力団員等と ll会的に非難さ■るべき
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ぇ雇忌「 1患
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(求償権の事前行使)

第
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1躁鰈昴翁鱚眩澁裔
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(F‖言入金債務の一部でも履行を遅滞したとき。

(代位弁済)

]              に屏
第
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(弁済の充当順序)

(調査および報告)
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(成年後見人等の届出)
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音および儒I力これて対処す
(公正証書のイ乍成)第
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(連帯保証人)
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済をしたときは、保証人は貴協会に対して第 7条の求
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(管轄裁判所の合意)
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(情報の授受)

「
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濃蟄 こ雹讐[蜃響Fが
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(2)債 権回収会社
(3)一 般社団法人CRD協会
‖
憾科増鷺8昴

用縣 法 咄 相25織 饉 M43E基 づく信用願 E係 ろ業務

nF摺
絋 恣 虫濯当

性 峠 割 帽 )第 1条の 3、 第 1条の4あ

|:1言履倉昌】ズ菫暦奮鱈侵肇偏曇壇冒会
(3廣協会が出資する会社等

(契約の変更)

あの電基言電言恣訴fl竃32しま電[ヽ

コ変更がなされたとヨょ変更後の取り
以 上

(信用保証の委託)

第 4-t‐ 表記の借八要IIPに よる借八
といしヽます。)をするにあたって、
委託します。

2前項tT保証 ま
ます。

黙邸饂酪曽尚鈴貿i鳥]●襲
貴協会と金属9機関との間の取り決めに基づいて行ゎれるものとし
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